
 
 
 
 
１ 規則等の案の名称 
 静岡ヘリポート条例施行規則の一部を改正する規則 
 
２ 意見公募手続を実施した期間 
 令和８年２月 13 日（金） から 令和８年 3 月 16 日（月）まで 
 
３ 提出された意見の件数 
 ５件 
 
４ 提出された意見、その考慮の結果及び理由 

 提出された意見 考慮の結果 理由 

１ 

様式第 4 号本文 
枠外本文中に日付を入力するのは事

務処理上、記入漏れを誘発すること、
記載枠が狭いことから、以下のように
してはいかがでしょうか。 
① 表内に「申請年月日」欄を追加 
② 本文を単に「次のとおり許可しま

す。」に短文化 
③ 表題と本文の間に空行を入れる 
様式第 6 号本文 

枠外本文中に日付を入力するのは事
務処理上、記入漏れを誘発することか
ら、以下のようにしてはいかがでしょ
うか。 
① 表内に「申請年月日」欄を追加 
② 本文を単に「次のとおり許可しま

す。」に短文化 
様式第 14 号 

本文について、○付けの事務、ミス
を減らすため、以下のように本文を整
理してはいかがでしょうか。 

規則等の内容に反
映しない。 

いずれも静岡市公文
例規程の「行政処分
書」（別記（３）ア
（ア））に準じる様式
のため、原案どおり
とします。 

意見公募手続により提出された意見、その考慮の結果及びその理由について 



 提出された意見 考慮の結果 理由 

１
︵
つ
づ
き
︶ 

① 表中に「申請日」行を追加して申
請日の記載漏れを無くす。 

② 文章を端的に「申請のあった静岡
ヘリポートの使用料については、次
のとおり承認したので通知しま
す。」として○付けを無くす。 

様式第 16 号 
本文について、記載漏れを減らすた

め、以下のように本文を整理してはい
かがでしょうか。 
① 表中に「申請日」行を追加する。 
② 文章を端的に「申請のあった静岡

ヘリポートの使用料の還付につい
て、〜」として申請日記入欄を無く
す。 

③ 読みにくいので、表題と本文の間
に空行を入れる。 

  

２ 

様式第 5 号、第 9 号 
様式第 5 号の表の注 2 つ目及び

（※）については、様式第 9 号の方が
後ろになるので、様式第 9 号に記載位
置を移動させてはいかがでしょうか。 

規則等の内容に反
映しない。 

現在様式第９号による
申請を行っている者が
おります。 
今回改正により一部の
申請者は様式第５号に
よる申請を追加で必要
とする場合があるた
め、申請者のわかりや
すさを考慮し、様式第
５号での省略としてい
ることから、原案どお
りとします。 



 提出された意見 考慮の結果 理由 

３ 

様式第 5 号 
様式第 5 号の表の（注）が 2 つある

ため、「注 1」「注 2」としてはいかが
でしょうか。様式第 5 号、第 9 号 
様式第 5,7,9 号 

受付印の枠の上につながる線が必要
かどうか、確認をお願いします。 
様式第 13 号 

改正規則第 7 条により、減額・免除
が認められるのは 4 種類であること、
減額・免除の前提として、文書番号が
振られた許可書があること、記入欄を
極力減らして事務手続きの簡略化を図
ることから、以下のとおりとしてはい
かがでしょうか。 
③ 「減免・免除申請する理由」は、

規則第 7 条を列記しておき、選択肢
での〇付けにする。 

規則等の内容に反
映する。 

ご意見のとおり修正し
ます。 

４ 

様式第 13 号 
改正規則第 7 条により、減額・免除

が認められるのは 4 種類であること、
減額・免除の前提として、文書番号が
振られた許可書があること、記入欄を
極力減らして事務手続きの簡略化を図
ることから、以下のとおりとしてはい
かがでしょうか。 
① 「許可番号・整理番号」の行を設
ける。（申請者に記入させる。） 

② 「利用日時又は利用期間」「使用
料の種類及び額」行を削除し、許可
書・届出書の写しを添付させる。 

⑤ ○付け・記入を減らすため、①②
をもって「整理番号及び許可番号」
行を削る。 

規則等の内容に反
映しない。 

許可申請と同時に減免
申請が行われ、許可番
号・整理番号が付与さ
れていない場合もある
ことから、申請者が当
該番号を記載すること
を前提としない様式と
しているため、原案ど
おりとします。 



 提出された意見 考慮の結果 理由 

５ 

改正規則第 7 条により、減額・免除が
認められるのは 4 種類であること、減
額・免除の前提として、文書番号が振
られた許可書があること、記入欄を極
力減らして事務手続きの簡略化を図る
ことから、以下のとおりとしてはいか
がでしょうか。 
④ 〇付けを減らすため、本文中の
「静岡ヘリポートの使用料の減額・免
除を受けたいので、」を削る。（「条例
第 15 条の規定により」だけで十分な
はず。） 

規則等の内容に反
映しない。 

規則に減額又は免除す
る基準及びその額が示
されていますが、基準
を満たした者が自動的
に減免されるものでは
なく、あくまで利用者
の申請に基づき、その
申請に対応する形で減
免処分が行われます。 
そのため、申請者の意
思が「減額」か「免
除」かを明らかにする
必要があることから、
原案どおりとします。 

 


